
■交付申請書 様 式 Ａ－５２〔作成上の注意〕 

交付の申請を行おうとする場合に科研費電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）にアクセスし

て、「交付申請書（様式Ａ－５２）」「交付請求書（様式Ａ－５４－２）」および｢振込銀行口座届（様式Ａ－

５５）｣を作成し、提出すること。電子申請システムにおける入力に当たっては、文字化けの発生や別の文字と

して認識される場合があるため、JIS 第１水準及び第２水準以外の文字コードや特殊フォントは使用しないこ

と。 

代表者は、交付の内定を受けた事業課題について、先に提出した計画調書の記載内容に基づき、交付予定額の範

囲内で交付申請書を作成すること。 

交付申請書に含まれる個人情報は、科学研究費助成事業の交付等業務のために利用（データの電算処理及び管理

を外部の民間業者に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）する。 

採択された課題に関する情報（補助事業名・団体名・職名・代表者氏名・交付予定額等）については、「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３年法律第１４０号）第５条第１号イに定める「公にす

ることが予定されている情報」であるものとする。これらの情報については、日本学術振興会ホームページ等に

より公開をする。 

【注意事項】 

・電子申請システムの入力に当たっては、「電子申請システム研究者向け操作手引（科学研究費補助金） 

（研究成果公開促進費）」https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/seika/index.htmlを参照すること。 

 

【 研究活動等の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項】画面イメージ 

記載の内容を十分に確認・誓約した上で、全ての項目のチェックボックスにチェックを入れること。 

 



研究成果公開発表（Ｂ）【交付申請書・交付請求書作成（所属研究機関情報及び代表者情報等の確認）画面イメージ】

(1)主催団体又は応募団体情報、代表者情報

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合や、必須項目が空欄となっている場合には、最新の情報を入力

すること。団体名が変更となった場合や、代表者が変更となった場合は

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/koufu_dl.html

から様式Ａ－５９－１をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子申請システムの課題管理画面｢必要に応じ提出する書類｣よ

りアップロードを行うこと。受領後日本学術振興会において、変更の手続きを行うので、最新の情報に反映されていることを確認

した上で、電子申請システム上で交付申請書の作成を行うこと。

(2)事務連絡先等

応募時の情報が自動表示されるので確認すること。

（表示された情報に変更がある場合、研究成果公開促進費係にご連絡ください）

(3)個人情報

・代表者の自宅住所、電話番号、メールアドレスを正しく入力すること。

（代表者の個人情報は交付申請書のPDFファイルには表示されません）

(4)補助事業名

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合は修正すること。



別紙（研究成果公開発表（Ｂ））の入力

(5)補助事業の目的

・計画調書の記載内容に基づき、具体的かつ明確に入力すること。（最大４００字、改行は５回まで入力可）

(1)シンポジウム・学術講演会の概要

・計画調書の記載内容に基づき、当該年度に実施する内容について具体的かつ明確に入力すること。（最大４００字、改行は５

回まで入力可）

(2)実施主体団体、開催予定日、会場名、開催地、参加予定人数

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合、変更となった場合及び空欄となっている場合は、最新の情報を

入力すること。

・団体の支部等が実施する場合は、 実施主体団体名称（支部等の名称）及び実施主体における代表者について記載すること。

・同じ内容のシンポジウム・学術講演会等を２か所以上で開催する場合であって、開催予定日が異なる場合には、当該シンポジ

ウム・学術講演会等の開催を予定している初日と最終日を選択すること。

（例）

ア．開催日数が１日の場合・・・・・・・「２０○○年７月３０日」から「２０○○年７月３０日」まで

イ．開催日数が２日以上に亘る場合・・・「２０○○年７月２９日」から「２０○○年７月３０日」まで

ウ．開催予定日が異なる場合※・・・・・「２０○○年７月３０日」から「２０○○年８月１５日」まで

（※同じ内容の シンポジウム・学術講演会等を７月３０日～３１日及び８月１４日～１５日にそれぞれ開催する場合）

(3)交付内定額

・交付内定額については、内定通知に記載の交付予定額が自動表示される。



(4)補助対象経費の内訳

・さきに提出した計画調書において下記以外の経費を計上していた場合であっても、下記以外の経費の支出は認められないの

で留意すること。

・会場借料 事業を開催する会場の借料（開催当日会場で使用するマイク、スクリーン等の機器借料のための経費を含む）

・消耗品費 事業開催に必要な消耗品を購入するための経費

・旅費 事業の開催に係る打合せ等のための経費

・人件費・謝金 事業開催への協力をする者のための経費

・その他 上記のほか当該事業の遂行に係る経費

（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費（切手、

電話等）、運搬費、資料作成に係る費用）

※本補助金を科研費専用の銀行口座から学会の口座へ送金する際の振込手数料について、本補助金からの支出は認められ

ないため、注意すること。

・入力画面左側の[追加]ボタンを必要な回数押すことで「事項」、及び「金額」の入力欄が追加される。

・使用しない欄（入力したが使用しない場合や全く入力しなかった場合）については、当該欄の左側の[削除]ボタンを押して入力

欄を必ず削除すること。

・費目別内訳を入力後、｢再計算｣をクリックし、所要経費の合計額を確認すること。

・内定額を下回る交付申請を行う場合は、｢減額の交付申請をする｣にチェックを入れること。

(5)シンポジウム・学術講演会に関するホームページ(URL)

・シンポジウム・学術講演会等に関するホームページを開設している場合はURLを入力すること。

・現在未定の場合は、｢未定｣と入力すること。



研究成果公開発表（Ｃ）【交付申請書・交付請求書作成（所属研究機関情報及び代表者情報等の確認）画面イメージ】

(1)主催団体又は応募団体情報、代表者情報

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合や、必須項目が空欄となっている場合には、最新の情報を入力

すること。団体名が変更となった場合や、代表者が変更となった場合は

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/koufu_dl.html

から様式Ａ－５９－１をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子申請システムの課題管理画面｢必要に応じ提出する書類｣よ

りアップロードを行うこと。受領後日本学術振興会において、変更の手続きを行うので、最新の情報に反映されていることを確認

した上で、電子申請システム上で交付申請書の作成を行うこと。

(2)事務連絡先等

応募時の情報が自動表示されるので確認すること。

（表示された情報に変更がある場合、研究成果公開促進費係にご連絡ください）

(3)個人情報

・代表者の自宅住所、電話番号、メールアドレスを正しく入力すること。

（代表者の個人情報は交付申請書のPDFファイルには表示されません）

(4)補助事業名

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合は修正すること。



別紙（研究成果公開発表C）の入力

(5)補助事業の目的

・計画調書の記載内容に基づき、具体的かつ明確に入力すること。（最大４００字、改行は５回まで入力可）

(1)国際シンポジウム・国際会議等の【準備】又は【準備及び開催】の概要

・計画調書の記載内容に基づき、当該年度に実施する内容について具体的かつ明確に入力すること。（最大４００字、改行は５

回まで入力可）

(2)国際シンポジウム・国際会議等のプログラムの概要

(3)実施主体団体、開催予定日、会場名、開催地、参加予定人数

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合、変更となった場合及び空欄となっている場合は、最新の情報を

入力すること。

・団体の支部等が実施する場合は、 実施主体における代表者について記載すること。

・同じ内容のシンポジウム・学術講演会等を２か所以上で開催する場合であって、開催予定日が異なる場合には、当該シンポジ

ウム・学術講演会等の開催を予定している初日と最終日を選択すること。

（例）

ア．開催日数が１日の場合・・・・・・・「２０○○年７月３０日」から「２０○○年７月３０日」まで

イ．開催日数が２日以上に亘る場合・・・「２０○○年７月２９日」から「２０○○年７月３０日」まで

ウ．開催予定日が異なる場合※・・・・・「２０○○年７月３０日」から「２０○○年８月１５日」まで

（※同じ内容の シンポジウム・学術講演会等を７月３０日～３１日及び８月１４日～１５日にそれぞれ開催する場合）

(4)交付内定額

・交付内定額については、内定通知に記載の交付予定額が自動表示される。



(5)補助対象経費の内訳

・さきに提出した計画調書において下記以外の経費を計上していた場合であっても、下記以外の経費の支出は認められないの

で留意すること。

【準備経費】（2年計画の1年目の課題） に係る補助金の各費目とその対象となる経費（例示を含む）は、以下のとおりとする。

会場借料 事業を準備するために必要な会場の借料

消耗品費 事業開催に際し事前に必要となる消耗品を購入するための経費

旅費 事業の開催に係る打合せ等のための経費

人件費・謝金 事業準備への協力をする者のための経費

その他 上記のほか当該事業の遂行に係る経費

（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費

（切手、電話等）、運搬費、資料作成に係る費用）

【準備及び開催経費】（2年計画の2年目及び1年計画の課題）に係る補助金の各費目とその対象となる経費（例示を含む）は、以

下のとおりとする。

会場借料 事業を準備するために必要な会場の借料及び事業を開催する会場の借料（開催当日会場で使用するマイク、

スクリーン等の機器借料のための経費を含む）

消耗品費 事業開催に必要な消耗品を購入するための経費

旅費 特別講演等のため来日する研究者の招へい旅費（交通費、滞在費）や事業の開催に係る打合せ等のための

経費

人件費・謝金 事業準備及び開催への協力をする者のための経費

その他 上記のほか当該事業の遂行に係る経費

（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費

（切手、電話等）、運搬費、資料作成に係る費用）

※本補助金を科研費専用の銀行口座から学会の口座へ送金する際の振込手数料について、本補助金からの支出は認められ

ませんので、ご注意ください。

・入力画面左側の[追加]ボタンを必要な回数押すことで「事項」、及び「金額」の入力欄が追加される。

・使用しない欄（入力したが使用しない場合や全く入力しなかった場合）については、当該欄の左側の[削除]ボタンを押して入力

欄を必ず削除すること。

・費目別内訳を入力後、｢再計算｣をクリックし、所要経費の合計額を確認すること。

・内定額を下回る交付申請を行う場合は、｢減額の交付申請をする｣にチェックを入れること。

(6)国際シンポジウム・国際会議等に関するホームページ(URL)

・シンポジウム・学術講演会等に関するホームページを開設している場合はURLを入力すること。

・現在未定の場合は、「未定」と入力すること。


